
  



令和３年２月９日発行 

 ①施設の休館・休業等のご案内 
 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、下記の施設を 

休館・休業といたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 
 

〇昭和村公民館 ※教育委員会業務及び図書の貸し出しは平常通り行います。 
 

〇村内体育、社会教育施設  

（昭和小・中学校体育館、下中津川体育館、野尻体育館、健康増進施設、昭和村小野川 

生涯学習センター） 
 

〇昭和温泉しらかば荘日帰り入浴  
 

〇多目的研修施設（しらかば会館） 
 

〇村民憩いの湯 
 

〇喰丸小 ※観光交流係、観光協会業務は平常通り行います。 
 

〇田舎暮らし体験住宅 
 
 

詳しくは、各施設にお問い合わせください。 

②令和２年分 所得申告相談の延期について 
 

２月１２日から各集落で開催予定の令和２年分所得申告相談を延期 

いたします。 

変更した日程は２月中旬にお配りする広報しょうわお知らせ版（コバシリ） 

でお知らせします。 

 

昭和村新型コロナウイルス感染症対策本部（保健福祉課） 電話 57-2645 （２４時間対応） 

 



 

 

  

③昭和村国保診療所の休診について 
 

村内で感染者の発生が続いていることから、患者さんの安全を第一に 

考え、２月１２日（金）まで休診いたします。 

薬が必要な場合は対応いたしますので、お電話でご一報ください。 

急患及び風邪のような症状がある場合は、ご相談ください。 

診療所職員につきましては、２月６日（土）に全員のＰＣＲ検査を実施し、 

全員陰性であることを確認しております。 
 

 

昭和村国保診療所 電話 57-2255 受付時間 ９時から１７時（平日のみ） 



 


